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当事業所は介護保険の指定を受けています
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１　当事業所が提供するサービスについての窓口

 午前８時３０分～午後５時３０分

※　ご不明な点はおたずねください

２　当事業所の概要

（１）　居宅介護支援事業所の指定番号及びサービス提供地域

（２）　事業所の職員体制

（３）　営業日及び営業時間

（４）　従業者の業務内容

　介護支援専門員等の従業者の管理、また、居宅介護支援の利用申し込みに係る

　調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。当事業所の

　従業員に、厚生労働省令で定められた居宅介護支援の人員基準及び運営に関す

　る基準を遵守させるために、必要な指揮命令を行います。

　要介護状態等にあるご契約者およびそのご家族の相談を受け、ご契約者がその

　心身の状況等に応じて適切な居宅サービスの提供を確保できるよう、また、必

　要に応じて施設サービスをご利用できるよう、居宅サービス計画を作成すると

　共に、市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行います。

事　　業　　所 指定居宅介護支援事業所　まほろばの里たいわ　居宅介護支援事業所

介護保険指定番号 0472701192
所　　在　　地 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば二丁目２番地の４

サービスを提供する地域 黒川郡（大和町　富谷市　大衡村　大郷町）　仙台市泉区の一部（大沢　紫山　泉ヶ丘　高森　寺岡地区）

常　　勤

担　当　者 及　川　　　美　保
電 話 番 号 ０２２－３４４－３３１０

介護支援専門員

非常勤 合　　計

１名（兼務） ０名 １名
管　　理　　者 １名 ０名 １名

祝祭日　年末年始（１２月２９日～１月３日）
営 業 時 間 午前８時３０分～午後５時３０分

休　業　日

営　業　日 毎週月曜日～金曜日　但し祝祭日、年末年始を除く
土曜　日曜日

事 務 職 員 １名（併設施設兼務） ０名 １名

緊急連絡先 ０２２-７７９－７７８５(特別養護老人ホームまほろばの里たいわ）

事 務 職 員 　居宅介護支援事業所の運営上、必要な事務処理を行います。

職　　種 業　務　内　容

管　　理　　者

介護支援専門員
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３　居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容

　契約者本人や家族に面接し、抱えている問題点や解決すべき
　課題を分析します。
　施設への入所を希望する場合は施設を紹介します。

　課題分析の結果に基づいて居宅サービス計画書の原案を作成
　を行い、契約者・家族に説明し、同意を頂きます。
　在宅サービス事業者に関する情報が提供され、契約者が事業
　者を選びます。

　介護支援専門員を中心に、サービス担当者や契約者及びその
　家族も参加し意見交換を行います。

　担当介護支援専門員が、実際に提供された介護保険サービス
　について、支給限度額若しくは予め取り決めておいた限度内
　に収まるよう、継続的にその給付状況を管理します。

　契約者の要介護認定結果の変更があった場合、生活状況が変
　化した場合、サービス提供事業者の変更を希望する場合など
　には、契約者、家族の申し出により、生活上の課題の分析を
　を再度行い、居宅サービス計画の修正・変更を行います。
　

サービスの提供開始
給　付　管　理

居宅サービス計画の変更

≪  居　宅　サ　ー　ビ　ス　計　画　の　作　成 ≫

状　況　の　把　握

計画書原案の作成

サービス担当者との連携・調整

利用申し込み

重要事項の説明

契 約
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４　利用料金

□　居宅介護支援（基本料金）

□　加算料金

　適切かつ質の高いケアマネジメントを実施するため、特に手間を要する初回

　(新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の

　変更認定を受けた場合）

　利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に

　対して当該利用者に係る必要な情報提供を提供している事。

　利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日または翌々日に、当該病院又は

　退院、退所に当たって、当該病院、施設職員と面談をして利用者に関する必

　要な情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域

　密着型サービスの利用に関する調整を行った場合。

　利用者が指定看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、利用者に

　係る必要な情報を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、指定看

　護小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サ－ビス計画の作成等に協力

　した場合。

　病院又は診療所の求めにより、当該病院または診療所の医師又は看護師等と

　共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い必要に応じて利用者に必

　要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合。

医療機関において医師の診察を受ける際同席し、その情報を踏まえた

ケアマネジメントを行った場合。

通院時情報連
携加算 500円

3,000円

１０，８６０円　／　月

１４，１１０円　／　月

　要介護１・２

　要介護３～５

3,000円初回加算

2,500円

4,500
～9,000

円

入院時情報連携加算Ⅰ

退院・退所加算

入院時情報連携加算Ⅱ 2,000円

緊急時等居宅
カンファレン
ス加算

2,000円

看護小規模多
機能型居宅介
護事業所連携
加算

　診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供している事。
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※　要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額支給されるため、自己負担はありません。
　　但し、保険料の滞納により、法定代理受領をできなくなった場合、１ヶ月につき要介護度応じて
　　所定の料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。
　　このサービス提供証明書を後日お住まいの市町村窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられ
　　ます。

□　交通費

介護支援専門員が訪問するための交通費は、通常のサービス実施地域内にお住まいの方は一切いただ
きません。但し、通常の実施地域を超えて訪問する際は、下記の料金を徴収します。

１ｋｍ　５０円　　　タクシー等を利用した場合、実費

５　当事業所の居宅介護支援の特徴

（１）　運営の方針

※　要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適
　　切な利用等をすることが出来るよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作
　　成すると共に、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス
　　事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
※　利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医
　　療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して
　　行う。
※　利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス
　　等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。
※　事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険
　　施設等との連携に努める。

（２）居宅介護支援の実施概要等

・　居宅サービス計画にあたっての訪問、状況把握、課題分析
・　居宅サービス計画の作成、説明、同意、交付、モニタリング
・　給付管理業務
・　サービス担当者会議の開催、連絡調整
・　認定申請の援助
・　介護保険施設の紹介

（３）　サービスの利用にあたって

・　介護支援専門員の変更　　・・・　　変更を希望される場合はお申し出下さい。
・　調査（生活上の課題の分析）方法　・・・　アセスメントのための情報収集シート

・　契約後、利用者の都合により解約した場合　・・・　解約料は一切かかりません。

６　サービス内容に関する苦情

（１）　相談、苦情受付担当

当事業所の居宅介護支援に関するご相談、苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供しているサービ
スについてのご相談、苦情を承ります。

担当　まほろばの里たいわ居宅介護支援事業所　　管理者　　　及　川　　　美　保

電話番号　　　０２２－３４４－３３１０

⇒　受 付 時 間 月～金　　　８：３０　～　１７：３０

　　　　　     　　　　 及び課題検討用紙
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（２）　第三者委員

　堀　籠　　博　司 住所：　宮城県黒川郡大和町吉田字百目木34
電話：　０２２－３４５－６４７７

　瀬　戸　　善　春 住所：　宮城県黒川郡大和町落合檜和田万五郎2番85
電話：  ０９０－２２７６－３３２５

（３）　行政機関その他苦情受付機関

※　本人住所地の各市町村役場・介護保険窓口にご相談ください。
７　個人情報保護について

（１）　個人情報保護に関する方針

当事業所は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。

① 当事業所は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において
個人情報を慎重に取り扱います。

② 当事業所は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。

③ 当事業所は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情
報を利用します。

④ 当事業所は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本
人の同意を得ることなく外部に提供しません。

⑤ 当事業所は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切
な措置を講じます。　

⑥ 当事業所は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有
していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。

⑦ 当事業所は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。

宮城県社会福祉協議会　運営適正化委員会

所在地 宮城県仙台市青葉区本町３丁目７-４
電話番号 ０２２-７１６－９６７４
受付時間 ９：００～１７：００

宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木1-1

９：００～１７：００

宮城県国民健康保険団体連合会
所在地 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3
電話番号 ０２２-２２２－７０７０
受付時間 ９：００～１７：００

大和町　保健福祉課
受付時間

０２２-３４５－７２２１
所在地
電話番号

富谷市　福祉部長寿福祉課
所在地 宮城県黒川郡富谷町富谷字松田３０番地
電話番号 ０２２－３５８－０５１３
受付時間 ９：００～１７：００

大郷町　保健福祉課
所在地 宮城県黒川郡大郷町粕川字西長崎５－８
電話番号 ０２２－３５９－５５０７
受付時間 ９：００～１７：００

大衡村　保健福祉課
所在地 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林６２番地
電話番号 ０２２－３４５－０２５３
受付時間 ９：００～１７：００

仙台市泉区役所　障害高齢課
所在地 宮城県仙台市泉区泉中央２丁目１－１
電話番号 ０２２－３７２－３１１１
受付時間 ９：００～１７：００
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⑧ 当事業所は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、各職員の個人情報保護に
関する意識啓発に努めます。

⑨ 当事業所は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを当事業所各職員に周知徹底
し確実に実施します。

（２）　ご契約者等への施設サービスの提供に必要な利用目的

〔事業所内部での利用〕

・　当事業所がご契約者等に提供する居宅介護支援サービス
・　介護保険事務
・　ご契約者に係る管理運営業務のうち、

―　会計・経理
―　サービス改善・安全確保・事故あるいは未然防止等の分析・報告
―　ご契約者への居宅介護支援サービスの向上

•　費用の請求及び収受に関する事務

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用〕

・　当事業所が契約者等に提供する居宅介護支援サービスのうち、
―　医療機関および他の居宅サービス事業者や介護保険施設等との連携（サー
　ビス担当者会議等）、照会への回答

―　ご契約者の診療等にあたり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
―　家族等への心身の状況説明

・　介護保険のうち、
―　保険事務の委託
―　審査支払機関へのレセプトの提出
―　審査支払機関又は保険者からの照会への回答

・　損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
・　費用の請求及び収受に関する事務

（３）　上記以外の利用目的

〔事業所内部での利用〕

・　当事業所の管理運営業務のうち、
―　居宅介護支援サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
―　満足度調査や業務改善のためのアンケート調査
―　当事業所において行われる事例研究

〔他の事業者等への情報提供に係る利用〕

・　特定のご契約者・関係者についての事例の学会、研究会等での報告は、氏名、生年月日住
　所等を消去することで匿名化する。匿名化が困難な場合は、本人の同意を得る。
・　当事業所の管理運営業務のうち

―　外部監査機関への情報提供

８　秘密保持

・　当事業所は、業務上知り得た契約者またはその家族の秘密を厳守します。
・　当事業所は、介護支援専門員その他従業者であった者から、業務上知り契約者またはその家族の秘密
　　が漏れることのないよう、管理を徹底いたします。
・　当事業所は、サービス担当者会議等において、契約者の個人情報を用いる場合は、あらかじめ契約者
　　またはその家族からの同意をいただきます。

7



９　契約の終了について ※　契約書第１２条参照

（１）　契約者からの申し出によりサービスを終了する場合

文書によりお申し出する事により、いつでも解約できます。

（２）　事業所の都合によりサービスを終了する場合

人員不足等止むを得ない事情によりサービスの提供を終了する場合があります。その場合、１ヶ月前
までに文書にて通知すると共に、地域の他の居宅介護支援事業者を紹介します。

（３）　事業所からの申し出によりサービスの終了をする場合

契約者又は家族が事業所や介護支援専門員に対して、本契約を継続し難いほどの下記に掲げるような
背信行為を行った場合、文書で通知することにより即座にサービスの提供を終了させていただく場合
があります。

①居宅介護支援の実施に際し、契約者又はその家族がその心身の状況及び病歴等の重要事項につい
　て故意にこれを告げず、又は不実の告知等を行い、その結果本契約を継続し難い重大な事情を生
　じさせた場合。
②契約者又はその家族が、故意又は重大な過失により事業者若しくは介護支援専門員の生命・身体
　財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為｟身体的暴力(たたくなど)及び精神的暴力（大声を
　発する、怒鳴るなど)並びにセクシャルハラスメント(必要もなく手を触れるなどの行為を含む)
　など｠を行うことによって、本契約を継続し難い重大な事情を発生させた場合。

（４）　契約の自動終了

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了します。

①契約者が介護保険施設に入所した場合。
②契約者の要介護認定区分が、非該当（自立）要支援1、要支援2と認定された場合。
③契約者が死亡した場合。

※　要支援1・2に認定された場合、契約者がお住まいの地域の地域包括支援センターを紹介します。

１０　事故発生時の対応について

事故が発生した場合は、契約者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じると共に、速やかに
家族等及び関係諸機関に事故の発生状況及び今後の対応等について報告します。
事故等により要介護認定に影響する可能性がある場合には、市町村（保険者）に事故の概要を報告しま
す。
また、事業所が契約者に対して提供した居宅介護支援により、損害賠償をすべき事故が発生した場合に
は、損害賠償を速やかに行います。
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１１　その他の事項について

当事業所の概要

法人の種別・名称 社会福祉法人　まほろば

代表者職・氏名 理事長　　　菅　原　　一　博

法人所在地 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば二丁目２番地の４

法人の事業 1　指定介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム　まほろばの里たいわ」
　 事業所番号（ユニット型個室）　０４７２７０１０５１
　　　　　 　（多床室）　　　　　０４７２７０１０６９

2　指定短期入所生活介護「ショートステイ　まほろばの里たいわ」
　 事業所番号　　　　　　　　　　０４７２７０１０３６

3　指定通所介護「デイサービスセンター　まほろばの里たいわ」
　 事業所番号　　　　　　　　　　０４７２７０１０４４
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【説明確認欄】

令和 年 月 日

サービスの提供に際し、本書面に基づき重要事項及び個人情報について説明を行いました。

所在地　　〒９８１－３６３２　宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば二丁目２番地の４

名称　　　　　　　　　　まほろばの里たいわ　居宅介護支援事業所

説明者職・氏名     　　 　　管理者 及　川　 美　保 ㊞

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項及び個人情報の説明を受け、サービス提供開始
に同意しました。

契約者

住所

氏名 ㊞

電話番号
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指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

重 要 事 項 説 明 書
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